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協働のまちづくりファンド事業 景観形成事業交付基準 

 

１ 民間建築物修景補助事業について                      

 本基準は，土浦市協働のまちづくりファンド事業補助金交付要項に基づき，土浦市

景観計画において景観形成重点地区として指定されている地区である「ＪＲ土浦駅周

辺地区」幹線道路沿道，及びその周辺の特に指定された路線沿いにおいて，市が民間

の建築物等の修景行為について一定額の補助金を交付するための基準です。 

 

２ 補助の対象                                

（１）対象区域 

  対象路線の沿道地区とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＪＲ土浦駅周辺地区」内の幹線道路 特に指定された路線 

 

補助対象路線 
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（２）申請者の範囲 

  物件の所有者等で各種税の滞納のないこと 

 

（３）補助対象となる行為 

 ●建築物の新築・増築・改築及び外壁の色の塗り替えに伴うファサードの修景整備 

補助対象行為 ： 道路から見える 3面の外装工事 

補助対象外行為 ： 内装工事，撤去工事，解体工事  

 ●塀，看板その他の工作物の新設・増設・改装に伴う修景整備 

    

 

３ 補助率及び補助限度額                           

 ※本市の予算の範囲内となります。 

 

 

  

補助内容 補助率 補助限度額 

建築物 

歴史的建造物の復旧，修理及び修景整備に要する費

用（景観重要建築物，指定文化財，登録文化財） 
2/3以内 500万円 

・昭和初期までの伝統的工法で建築された建築物

のファサードの復旧，修理及び修景整備に要する費

用 

・公開空地や緑地を作るなど、賑わいを創出するた

めの意匠とする建築物のファサードに要する費用 

1/2以内 150万円 

門，塀等の外

構 

周囲の景観に調和したものの新設または復旧に要

する費用 
1/2以内 100万円 

屋外広告物 
街並み景観を損なわず，街なみになじむデザインや

色彩とするものに要する経費 
2/3以内 30万円 

自動販売機， 

空調設備， 

電気設備 

屋外に露出し景観を阻害している物件の除去，修景 2/3以内 30万円 
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４ 整備基準                                 

 土浦市景観計画に適合し，かつ景観アドバイザーより景観形成に寄与すると認めら

れたものが補助の対象となります。 
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問合せ先 

 〒300-8686  土浦市大和町９番１号    

   土浦市 都市政策部 都市計画課 計画係 

   ℡ 029-826-1111／ FAX 029-826-3401 

   E-mail toshikei@city.tsuchiura.lg.jp 


